


７ 当該森林に係る経営管理権集積計画の内容 
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経営管理権に基づ 

いて行われる経営 

管理の内容 

販売収益から伐採等に要する経費を控除し

てなお利益がある場合において供託される

べき金銭の額の算定方法及び当該金銭の供

託の時期 

存続期間の満

了時及び委託

が解除された

ものとみなさ

れた時におけ

る清算の方法 

備 

考 

① 添 

集 

積 

計 

画 

の 

公 

告 

日 

以 

降 

公

告

日

か

ら

起

算

し

て 

15

年

を

経

過

し

た

日 

＜経営管理実施権が設

定される場合＞ 

○ 経営管理実施権者

が間伐、主伐並びに主

伐後の植栽（鳥獣害防

止施設の設置・維持管

理を含む。以下同じ。）

及び保育等の施業、木

材の販売、森林の保護

等の全部又は一部を実

施するものとし、その

方法は経営管理実施権

を設定する前に乙及び

経営管理実施権者で協

議して決めるものとす

る。 

○ 施業の実施にあた

っては、渓畔林におけ

る不必要な伐採は控え

る等、生物多様性に配

慮するものとする。 

○ 火災、病虫害及び気

象害の予防のため、年

１回以上森林の巡視を

行うものとし、当該巡

視は林道からの目視に

よって判断できる限り

で行う。 

 

＜経営管理実施権が設

定されない場合＞ 

＜経営管理実施権が設定される場合＞ 

（１．甲に支払われるべき金銭の額の算定

方法） 

○ 甲に支払われるべき金銭の額は、木材の

販売による収益と補助金から伐採等に係る

経費及び木材の販売に係る経費、その他経

営管理に要する経費(主伐後の植栽・保育

等)を控除した収益額をもとに算定する。 

（２．木材の販売収益の額の算定方法） 

○ 主伐及び利用間伐に係る木材の販売収

益については、実際に木材を販売して得ら

れた収益の額とする。 

（３．伐採等に要する経費の算定方法） 

○ 乙が算定する主伐及び利用間伐が実施

された場合における木材の販売に係る経費

については、経営管理実施権者が経営管理

実施権の設定を受けるに当たって乙に提示

し、経営管理実施権配分計画に添付された

経費の見積額とする。 

○ 乙が算定する主伐後の植栽（鳥獣害防止

施設の設置・維持管理を含む）、保育に係る

経費については、施業の実施時点で有効な

群馬県が定める森林環境保全整備事業にお

ける標準単価を基に経営管理実施権者が経

営管理実施権の設定を受けるに当たって乙

に提示し、経営管理実施権配分計画に添付

された経費の見積額とする。 

（４．留意事項） 

○ 木材の販売収益から差し引いた主伐後

の植栽及び保育に係る経費その他経営管理

に要する経費(森林保険の保険料)は、甲か

経営管理権の

存続期間の満

了した場合に

おいて、甲と

乙との間で金

銭の支払いは

生じないとと

もに、立木の 

所有権は甲に

帰属するもの

とする。 

― 

 



○ 乙は、存続期間中に

間伐、主伐並びに主伐

後の植栽及び販売可能

な木材の販売、森林の

保護等の全部又は一部

を実施することができ

るものとする。 

○ 乙は、施業の実施に

あたっては、渓畔林に

おける不必要な伐採は

控える等、生物多様性

に 配 慮 す る も の と す

る。 

○ 乙は、火災、病虫害

及び気象害の予防のた

め、年１回以上森林の

巡視を行うものとし、

当該巡視は林道からの

目視によって判断でき

る限りで行う。 

らの預り金として経営管理実施権者が管理

する。なお、経営管理実施権者が預かる期間

は、預り金の残高がなくなるか、経営管理に

係る持ち出しの必要がなくなるまでとす

る。 

○ 経営管理実施権者が管理を行うために

要した経費の実費が上記（３．伐採等に要す

る経費の算定方法）により算定された経費

の額を上回る場合については、その差額は

経営管理実施権者が負担するものとする。 

（５．時期） 

○ 経営管理実施権者から甲に対するＤの

支払については、伐採後、木材の販売収入額

が確定後速やかに行うものとする。 

（相手方及び方法） 

○ 甲の指定する口座に支払うものとする。 

＜経営管理実施権が設定されない場合＞ 

（１．甲に支払われるべき金銭の額の算定

方法） 

○ 経営管理権に基づき乙が実施する利用

間伐の結果生じた木材の販売による収益は

乙のものとする。 

（２．留意事項） 

○ 乙が経営管理を行うために要した経費

は乙が負担するものとする。 

○ 乙から甲に対して金銭の支払は行わな

い。 

８ 経営管理権及び経営管理実施権の設定に係る法律に関する事項 

以上 

（備考） 

１ 当該森林について定めることとする経営管理権集積計画を併せて公告すること。 


